
 

 

 

   開     議 

 

 

○町田義昭委員長 おはようございます。 

 これより、17日に引き続き予算特別委員会を

開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員は、11番、大沼 

久委員、12番、藤原民夫委員の２名であります。

よって、ただいまの出席委員は定足数に達して

おります。 

 

 

 大道寺 信委員の総括質疑 

 

 

○町田義昭委員長 それでは、順位４番、議席番

号４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 おはようございます。 ＋
 予算総括質疑に当たりまして、２点通告して

おります。順次質問をさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 きょうの朝の控室の話題はＷＢＣできのう負

けたということで、きょうまた再戦がされると、

きょうまさにがけっ縁、昼また放送ありますか

ら、またそわそわしなきゃいけないと、こうい

う状況であります。同時に、きょうの新聞ある

いはテレビの報道は、アメリカのＡＩＧの多額

の幹部に対するボーナス支給という話が出てお

りまして、アメリカの議会でも大変な批判を浴

びてるようでございます。最高額で６億円のボ

ーナスで、しかも公的資金を注入されてる会社

ですから、日本ではとても考えられないような

状況なんですけれども、一方で日本のいわゆる

大手企業の春闘、賃上げのきのうの回答の結果

も出ておりまして、まさに厳しい結果で、ほと

んどの企業ベースアップゼロ、賃金体系維持分

というふうに称してますけれども、それぞれ企

業によって体系違いますけれども、いわゆる定

期昇給相当分についても一時凍結という会社も

ありまして、まさに厳しい結果が出てるようで

あります。今、景気対策いろいろ打たれてるわ

けですけれども、内需拡大、いわゆる個人消費

を喚起するという意味で定額給付金などもそう

いう意味で支給に入ってるわけですが、しかし

この賃上げの結果によってまさにまた個人消費

が冷え込むということを考えますと、ますます

この負の連鎖になっていくんではないかと、こ

ういう心配をされております。大手企業がああ

いう状況ですから、当然この地域、中小企業多

いわけですから、それ以上に厳しい賃上げの結

果になるんではないかというふうに思います。

状況についてはこの間の一般質問でもいろいろ

お聞きをしてるわけですけれども、ここに来て

ある企業によっては最悪からすると少し受注は

回復してるというところが多くなってるようで

ありますけれども、しかし一方で、忙しいとこ

ろでも価格がどんどん下がる、いわゆるデフレ

の関係で値段が下がるということですから、収

益改善にならないという状況なんだそうでござ

います。しかし「仕事があるのはまだいいん

だ」と、こういう声が聞こえているわけであり

ますけれども、いずれにしましても非常に経

済・雇用についてはまだまだ予断を許さない厳

しい状況にあるということではないかと思いま

す。 

 前段はさておきまして、まず第１点目は雇用

対策について質問をさせていただきます。10日

の一般質問でも基本的な考えについて質問いた

しましたけれども、今回21年度補正予算で具体

的な内容が提案されましたので質問させていた

だきます。よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、ふるさと雇用再生特別基金事業の内容

についてお聞きをいたします。この事業は３年

間で総額9,916万5,000円、これ長井市分であり
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＋

＋ ＋

ますけれども、の基金事業でありますけれども、

この基金事業については、趣旨として、求職者

等を受け入れて地域における継続的な雇用機会

を創出すると、雇用就業期間は原則１年以上で

更新も可能、事業主体は民間企業やＮＰＯ法人

その他の法人等に委託、市町村の直接実施は不

可。対象となる事業は地域発展に資すると見込

まれるもので、事業終了後も継続的な雇用が見

込まれるもの等の条件が示されております。今

回の補正予算で示された事業は７件で、雇用予

定者総数が44名となっております。これは３年

間で44名だと思いますが、そこで第１点目は、

７事業の内訳については福祉関係で３件、観光

関係で３件、情報といいますか産業振興という

分類になっているようですけれども、これで１

件となっていると思いますけれども、この７事

業に絞り込んで今回展開するわけですが、その

候補事業がどれくらいあったのか、いろんな候

補を挙げて選定して上げたと思うんですけれど

も、どれぐらいあったのかということと、分野

としては非常に偏ってるというふうに思います

けれども、この選定した理由について、まず商

工観光課長にお伺いをいたします。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 ふるさと雇用再生特別基金事業の候補事業に

つきましては、選定した７事業以外に２件の合

計９件の事業計画を庁内からいただきました。

選定に当たりましては、財政課長、企画調整課

長に予備的に審査に加わっていただきまして、

一定の順位づけをしていただき、その後に経済

雇用対策本部におきまして最終判断をいただい

たものでございます。 

 選定の理由あるいは基準についてでございま

すが、事業の趣旨に照らしまして、今後の地域

の発展に資するもの、また事業終了後も継続的

な雇用が見込まれる事業、またその前提といた

しまして、この事業並びに緊急雇用の方もそう

なんでありますが、既存事業の振りかえは不可

能というふうな制約もあります。また、これま

で市の財政状況等によりまして十分対応できな

かったもの、さらに他の補助事業等での対応が

難しいかどうか、そういったふうな点を基準と

いたしまして絞り込んできたものでございます。

以上です。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 こういう状況で、前々

から国としてはこういう対策を打つということ

で流れてきてるわけでして、昨年の恐らく11月

ぐらいから急激に冷え込んできて大変だという

ことになったわけですが、そういう意味で、今、

選定したのが７件ですけれども、９事業の中か

ら７事業だけ選んだということなわけですが、

そういう意味でいいますと非常にその候補とし

て挙がる事業というのは非常に少ないなという

気がするんです。といいますのは、前にも申し

上げたと思いますが、これまでいろんな会議、

産業活性化会議でありますとか雇用創造事業で

ありますとか、いろんなことをやってきたわけ

ですね。今、市長おっしゃるように経済再生戦

略会議の中でいろいろと議論されてるわけです

けれども、結局そういうのにいかに今度結びつ

けていくかということを考えますと、いかにも

その９事業というのは少ないというふうに思う

んです。先ほどもありましたけれども、いろい

ろこの７事業に絞り込んで財政課長なり企画調

整課長と協議しながら最終的には本部の方でと

いう経過、お話あったんですが、今、緊急経

済・雇用対策本部つくってるわけですね、常設

されてるわけですけれども、その中でどういう

事業にしたらいいだろうかと、こういう議論と

いうのはなかったんでしょうか、商工観光課長

にお伺いしたいと思います。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 基本的には各課の方から上げられた事業につ
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いて、どの中身が適当かどうかというふうなこ

とでご議論をいただきました。なお、雇用創造

促進事業、それから経済再生戦略会議の中での

その時点での検討あるいは実績の状況等も含め

て各課の方で事業を検討いただいたというふう

に考えてございます。 

＋

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 そうすると、どういう

事業を入れましょうかという話は各課から出さ

せたということですから、そこに関してはいわ

ゆる緊急経済・雇用対策本部の中では議論はさ

れてないと、こういうことでよろしいですか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 経済対策本部の方から基本的にこの中身とい

うふうな形での指示というふうな形にはなって

おりませんが、今の全体の状況並びにそれぞれ

の戦略会議等の議論を踏まえまして各課の方で

一たん素案を出していただいたというふうな経

過になります。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 後でもちょっと質問し

ますけれども、特にこの緊急雇用とは別にふる

さと雇用再生特別基金事業というのは３年間で

すよね。３年間で、しかもその事業終了後も継

続性があるものというのが非常に大きなことに

なってるわけです。恐らくここに相当ウエート

を置いてやらなきゃいけない、我々もそれに期

待したいということなんですけれども、そうい

うところからすると非常に議論がまだまだ全体

としてきちっとしてとかなきゃいけなかったん

じゃないかなと、こういうふうに私は思います。

それはそれで結構です、そういう状況だという

ことですので。 

 次に、この場合の事業主体というのは、民間

企業とかＮＰＯ法人等というふうになっており

まして、市町村の直接実施は不可というふうに

なっているわけです。先ほど言ったように、福

祉関係なり観光関係が非常に多いわけですけれ

ども、あるいは地域公共交通体系の調査とかい

うのも入ってますけれども、こうなった場合に

それぞれの事業の委託先というのはどういうふ

うになるんでしょうか。商工観光課長にお伺い

したいと思います。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 この事業につきましては、直接事業ができな

いというふうなことでございます。委託先につ

きましては、それぞれの各事業の内容等を勘案

しまして、福祉関係につきましては例えば社会

福祉協議会あるいは関係する福祉関係のＮＰＯ、

それから観光あるいは産業関係につきましては

地場産業振興センターあるいは観光協会といっ

た団体を委託先として予定してございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 大体恐らくここに載っ

てるところで、民間企業にお願いするなんてい

うのはほとんどないんじゃないかと思うんです

ね。保育園の関係ですと、そういう意味では広

げれば民間の保育園にお願いするなんてことは

あるんでしょうけど、中身を見ますとほとんど

法人等というのが多いのかなというふうに、そ

れしかいかないのかなというふうに思うんです

けれども、そうしますと、これ実施としては４

月にもう当然入ってからになるわけですけれど

も、これは委託についてはどういう方式でやる

んでしょうか。いわゆる公募という形になるの

か初めから、当初からもう指名でお願いしてい

くということになるんでしょうか。その辺はい

かがでしょうか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 事業の内容につきましては、公募というのは

かなり難しい事業の内容になるだろうというふ

うに考えてでございます。各事業につきまして

は、それぞれ予定をする事業の実施について、
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○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 想定される団体に委託をするというふうな方向

になろうと思います。 ○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

＋ ＋

 まず、１点目の資格等につきましては、ご指

摘のとおり、病中・病後保育事業並びに食事と

健康管理事業につきましては保育士の資格が必

要または望ましいというふうに聞いてございま

す。その他の業務につきましては基本的に事務

的なものが多いというふうなことで、パソコン

等の一般的な事務作業能力につきましては期待

しているところでございます。その他の部分に

つきましては、あることが望ましいというふう

な状況ではございますが、受諾団体の職員の指

導のもとに事務をしていくというふうなことで

対応していただけるものではないかというふう

なことで考えてございます。なお、先ほど申し

上げましたですが、新規事業であるというふう

な制約がございます。市の方で今まで取り組ん

でこれなかった部分についての事業というふう

なことで、その意味では多少違った要素が必要

になってくるというふうなことをご理解いただ

きたいなというふうに思います。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 実施としてはもう早急

に４月に入ったらすぐやれると、こういう状況

なんでしょうか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 各課に対しましては、事務的な準備を進めて

いただくようにお願いをしているところでござ

います。ただし、タイミングとして４月１日と

いうふうなことから走れるかどうかというのは

若干今の段階では難しい部分もあるのかなとい

うふうに考えてございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 わかりました。 

 次に、この事業については基本的には雇用対

策ですので、条件にも求職者等を雇い入れる条

件ということになってるわけです。ここの７つ

の事業を見ても、資格が必要となるという部分

がちょっと見受けられるわけなんですけれども、

資格が必要だというと雇用できる人というのは

限定されることになるわけですね。例えば病

中・病後保育事業とか保育園保育強化、乳幼児

食事と健康管理強化事業なんていうのはやっぱ

り保育士の資格が必要になってくるんじゃない

かと、こういうふうに思いますし、ほかの事業

のいろいろ事務的なあれも見ますと、パソコン

ができるなんていうのは当然条件になるという

ふうに思うんですけれども、どの程度の資格等

が必要となるかということについてお聞きいた

します。そして、雇用者の期間については基本

的には１年というふうになっておりまして、延

べ人数、これでいきますと予定者数は、３年間

で計算しますから延べ人数ということなんです

けど、その更新の関係ですね。１年ごと更新す

るのか等もちょっと、それについても、細かい

ことですけれどもお聞きをしたいと思います。 

 それから、雇用者の期間につきましては原則

１年というふうなことでございまして、44名と

いう雇用予定者数は３年間の延べ人数でござい

ます。なお、更新につきましては可能というふ

うな制度の枠組みになってございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 確かに今まで取り組ん

でこられなかったというか、そういう事業も含

めてということですから、別に病後児保育事業

なんていうのは、これ必要な事業だと私も思う

んですよ。ただ、現在の雇用の状況のデータと

いいますか、それを産業・建設常任委員会の協

議会で出された資料なんかも見せていただきま

すと、特に職種別求人求職表というのがここに

出てますよね。そうしますと、やっぱりこれは

１月で見ますと生産労務の分野、職種でいきま

すと0.12なんですね、倍率が。事務は0.01で、
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178人求職で求人１人しかいないと、こういう

厳しい状況なわけです。こういう方々の雇用を

どうやってやっていくかと、こういうところか

らすると、この資格が入られますとその枠がど

んどん、応募できる枠が狭くなってくるわけで

すね。それと一方では保育士という資格が要る

わけですので、保育士の資格を持っててなかな

か自分の思うような就職できなくて別の職種に

ついてやってると、こういう方もおるでしょう

から、そういう方にとっては非常にいいことな

んだと思うんですが、その辺の状況を、できる

だけ厳しいところの人たちをできるだけやるか

ということからすれば、非常に資格で枠組みさ

れると大変だなという、狭まってくるなと、こ

ういう思いをするんですけれども、そういう点

についてはどういうふうにお考えかということ

と、やっぱり保育士の資格を持っておられてな

かなかなれなくてという方もたくさんおられる

んでしょうか、実態として。その辺についてお

わかりになればお伺いしたい。 ＋
○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 このふるさと雇用再生事業でございますが、

この事業を通してその団体あるいは事業者が継

続的に展開できる要素を持ったものというふう

なことでこうした福祉事業の充実を３年間行う

ことによってＮＰＯ、あるいは福祉団体につい

ての今後のしっかりした事業基盤をつくるとい

うふうなことをまず目指しているというふうな

ことにつきましてはご理解をいただきたいと思

います。保育士という資格を持っている方の状

況についてでございますが、資格を持っていな

がら別な業種に仕えており、その会社から解雇

されてるとかというふうな状況を耳にしている

状況ではございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 わかりました。 

 先ほどからいろいろ言われてるんですが、こ

の事業のいろいろ理解してほしいという意味で

は、たびたび言われているように、雇用継続の

関係ですよね、これからも見込めると。この条

件にも事業終了後も雇用継続が見込まれる事業

であると、こういうふうになってるわけです。

そういった意味でいいますと、７事業というの

は継続が本当に見込めるのかということになる

と思うんですけれども、その辺についてまず見

通しはどうかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 ちょうどこの平成13年度、ＩＴバブル不況の

ときにも緊急雇用対策というのがありまして、

そのときもやっぱり継続できるものという、見

込まれるというか、そういうことでという事業

の選定なんか条件あったんですけれども、しか

し残念ながらやっぱり雇用が継続されたという

のは非常に少なかったんだと思うんです。とり

わけ観光の関係でいいますと、確かにやらなき

ゃいけないことはわかるんですけれども、果た

してこういうものも本当に継続が見込めるのか

ということについてのその見込みですね、考え

方についてをお聞きしたいと思います。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 まず１つは、必ずし

も十分な理解ではないのでありますが、13年当

時といいますか、13年から16年当時の緊急地域

雇用創出事業につきましては、私の受けとめと

しては、何か調査事業というふうな部分が多か

ったかなというふうな感じがしてございます。

今回取り組ませていただくことになりました７

事業につきましては、市としても必要な福祉あ

るいは産業、観光、そういったふうな部分のあ

る意味ではエンジン部分の事業について取り組

んでいただくというふうなものとして受けとめ

てございます。当然それぞれの団体の努力も期

待しなければならないところでございますが、

この事業がいい形で展開をすることができれば

将来的に市の産業あるいは福祉への取り組みに
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 ２つ目は、緊急雇用創出事業の内容でありま

すけれども、これは今、質問しましたふるさと

雇用再生特別基金事業と違いまして短期的な雇

用、就業機会を提供する事業であって、離職を

余儀なくされた非正規労働者や中高年者等の失

業者を対象としておりまして、この市の計画で

は21年度は22名を雇用するということになって

おります。ここも民間企業とか法人等というふ

うになってますけれども、市町村の直接雇用で

も可能だというふうになっておりまして、10日

の一般質問でも質問いたしました、市長からは

民間企業の受け手はなかなか難しいということ

で、市の直接雇用というのが基本的だという考

えをお聞きしておりますけれども、記憶してお

りますけれども、そのようになるんでしょうか。

市の直接雇用ということになるんでしょうか。

商工観光課長にお尋ねします。 

ついての大きなステップあるいは展開の基礎に

なるのではないかというふうに期待をしている

ところでございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

＋ ＋

○４番 大道寺 信委員 期待してるのは私も期

待してるんですけれども、しかし先ほど言った

ように事業の委託先が地場産センターでありま

すとか社会福祉協議会でありますとかいろいろ

法人等ですね、ＮＰＯ法人等。だからいわばこ

のお金、雇用対策としての補助といいますか、

この基金のお金が来るんでこれお願いしますよ

というのは、それはそれでいいわけです。だけ

ど、これがこの基金事業なくなったと、国から

もお金来ないとなると、このまま続けるとその

受取先、いわゆる委託先の方で一生懸命考えて

この事業続けるかどうかとなりますよね。それ

で本当に続くのかというのが、いくのかなとい

うのが非常に疑問なところなんですよ。これは

期待したいということですから、そういうつも

りでぜひお願いをしていくと、委託先にも、こ

れは継続でぜひ考えてほしいと、こういう形で

お願いをしていくということになるんでしょう

か。そこも考えていただかないと、やっぱり

我々期待しているところにはなかなか届かない

なという感じもするんですけれども、その辺に

ついてはいかがでしょうか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 21年度に予定しております６事業のうち地域

交通体系の調査事業につきましては委託を予定

しておりますが、その他につきましては直接雇

用を予定してございます。以上です。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 地域交通体系の調査の

ところは何か総務・文教委員会の協議会で聞い

たような気がしますね、どっかに委託してやる

んだというようなことを聞いておりますが、そ

のほかは市の直接事業だということです。これ

も大体６カ月が限度なんですよね。更新ずっと

かけていくと。幅広くいっぱいの方にこれをつ

なぎとしてやるという事業ですからそういうこ

とになると思いますけれども、この緊急雇用創

出事業の場合もふるさと雇用再生特別基金事業

でも質問しましたけれども、雇用者の資格条件

ですね。しかも事業については非正規労働者と

か中高年等を対象ということですから、恐らく

さっきの職種別でいうと生産分野職のところの

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 委託する団体に対しましては、事業の終了後

も自立的な形で考えていただきたいというふう

なことでお話をさせていただく予定であります。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 出したから終わりでは

なくて継続的に行政として支援するところも支

援していくと、こういうこともなければなかな

か継続していかないということだと思いますか

ら、そこはやっぱりきっちりやっていただく必

要があるんじゃないかと思います。 
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方が非常に多いと思うんですけど、対象として

は。そういう意味でいいますと、できるだけだ

れでもできるような業務がふさわしいというこ

とになると思います。ところが、示された６事

業を見ますと大変難しい業務があるように感じ

るんですよね。例えば高齢者生活サポート相談

事業なんていうのは「専属の相談員を配置す

る」というようなことになっているわけですが、

この辺についてはどうでしょうか。商工観光課

長にお尋ねします。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 高齢者生活サポート

相談事業につきましては、介護福祉士または介

護支援専門員等の資格が必要な事業の内容にな

ります。 

＋

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 例えば高齢者生活サポ

ート相談事業と申し上げたんだけど、それだけ

じゃなくて、なかなか難しいんじゃないかと思

うんですね。例えば受診率向上の対策を行う、

２番目の特定健診受診率向上とか、それから観

光スポット美化推進事業なんか見ますとこれは

だれでも恐らくできるんだろうという作業なん

ですよ。ずっと見てきますと非常に難しいなと

いう感じがするんです。俗に需給のアンマッチ

というかミスマッチというか、自分たちはこう

いう仕事でつなげたいんだけどもなかなかそう

いうところがないと、できないというところが

非常に多いような気がするんですよ。例えば交

通の体系は「委託しますからそこで雇ってもら

うんだ」と言うんだけど、中身を見ますと非常

に調査分析検証事業なんていうことで非常に難

しい事業じゃないかと、業務じゃないかと、こ

ういうふうに思うんですけど、その点はいかが

でしょうか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず、市の直接雇用の部分から考えますと、

生産労務というふうな今の求職分類、求職者の

方の分類の方からいいます生産労務というふう

なところの部分についての確保するというふう

なことは若干難しいというふうな状況がござい

ます。やはりどうしても事務的な業務というふ

うなところが多くならざるを得ないというふう

な状況がございます。なお、その他特定健診あ

るいは市有財産用地等調査事業、観光備品等デ

ータ管理事業等につきましては一般的な事務的

な作業というふうなことで、市の職員の指導の

もとに対応いただけるものというふうに考えて

ございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 私が申し上げたのは、

対象者が「離職を余儀なくされた非正規労働者

や中高年者等」となってるんです。恐らくそう

いう意味でいいますと非正規労働者で今、失業

されて職がないという方はなかなかそういう事

務にというのは難しいんですよね。そういう方

が多いんじゃないでしょうかと、さっき言った

職種別の今の状況を見ますと。だから、そこの

ところをちょっと、さっきの高齢者生活サポー

ト相談事業なんていうと高齢者で経験したよう

な人にやってもらうようなことにしかならない

ような気がするんですよ。そうしますとまた間

口といいますか、非常に狭くなってるんじゃな

いかと、こういう危惧をしてるんです。多分一

般質問の中にもありましたように、雇用保険適

用になりますからすぐに収入がなくなるという

んじゃなくて、雇用保険期間中はもらえますか

らそこを利用すればいいんですけど、多分それ

が切れると、秋口ぐらい切れてくるということ

になると、また大変なんですね、そういう意味

でいうと。職が出てくればいいんですけど。そ

うなると、間口が非常に狭いというのは、ちょ

っとこれは私としてはもう少しこの辺は考えて

いくべきだったんじゃないかなというふうに思

うんです。国もまた新たな景気対策やるなんて
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今言ってますからどういうのが出てくるかわか

りませんけど、ぜひその辺はもう一度検証しな

がら、考えながらしていただく必要があるんじ

ゃないかというふうに思います。こればっかり

やってると終わるもんですから、ぜひそういう

ことでこれから考えていただくということが必

要じゃないかと思います。 

＋ ＋

 ３点目につきましては、今後雇用創出が期待

できる産業分野は何かということであります。

国としては今後雇用創出が想定できるというか、

期待できるという分野として、農業、林業、介

護、医療、環境などというふうに挙げられてお

ります。長井市におきましても、施政方針では

短期的な雇用対策とともに中期的には市内総生

産、就業人口の４割を占める第２次産業、いわ

ゆる製造業、とりわけ部品の製造、組み立てに

特化していると、こういう状況から、非常に今

回のこういう不況が大変大きな影響を与えてお

って、地場産業の構造を不況に負けないものに

変えていかなければならないと。そして、経済

再生戦略会議とか農産物等ブランド化戦略会議

の議論を通じて具体化されてると、こういうふ

うになっております。特に観光や農業に力を入

れていくというふうに私は受けとめさせていた

だいたんですけれども、あるいは経済再生戦略

会議ではエコトピアなどの構想も出ているわけ

ですけれども、そこで長井市としてどの分野で

雇用創出が期待できるのかということをどうい

うふうに考えておられるか、市長の見解をお聞

きをしたいと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 国全体といたしましては、今後雇用創出が期

待される分野といたしまして、委員からもあり

ましたように、福祉、介護等のサービス分野、

次いで環境エネルギー関連産業であるというふ

うに考えております。その中で、環境やエネル

ギー関連産業については、商品化し、生産ライ

ンにのせる段階になって雇用が図られるという

ちょっと迂回といいますか時間がかかるのはし

ようがないかなというふうに思っておりますが、

福祉や介護等の分野では、今後社会保障制度等

が充実されればかなりの部分で直接的な雇用が

拡大される分野ではないかなと考えております。

国における制度改正の動きもあるようですので、

こういった展開も含めて総合的な対策がなされ、

少子高齢化に直面する我々地方、またものづく

りの基盤技術を有する本市にもその効果があら

われることを期待したいというふうに考えてお

りますが、現在行っております経済再生戦略会

議の中で特にやはり製造業による雇用創出が今

後も最も大きいものであろうということが１つ

と、それから観光マーケティング、また中心市

街地の活性化を図る上でいわゆる観光に関する

お土産とか、あるいは飲食関係、そういった分

野での雇用が早い時期に期待されるんではない

かなというふうに考えているところでございま

す。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 私も４割を超えてる第

２次産業、製造業あるわけでして、あるいは技

術、技能が集積されてますから、まずここを第

一にどう再生するかというのが非常に大事なこ

とだと思うんですけれども、しかしそうはいっ

ても構造的に不況に負けないようなことに変え

ていくと、これも大事なことでして、基本的な

ところは私は市長の考えてるとおりだと思うん

ですけれども、ただ観光についてはもうやらな

きゃいけませんけど、これもこういう時代にな

りますとなかなか観光客が来るのか来ないのか

と、人の動きもどんどん、さっきの冒頭の話じ

ゃないけど、出かけるのも控えると、こういう

状況になりますと、なかなかそこに、短期的に

言いますとそこに期待できないということも事

実だと思うんですよ。そこで非常に難しい今の

時期だなと、こういうふうに思うんですけれど
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も、そこでお聞きをしたいのは、第４点目で質

問事項とってますけれども、期待されている農

業とか介護、さっきもありましたように、介護

分野で就労増というのは本当に可能なのかと、

長井市にとって、ここについてちょっとお聞き

をしたいと思います。 

＋

 まず農業についてですけれども、11日の一般

質問で竹田博一議員が触れられましたけれども、

長井での農業実態というのは、今後就労者の高

齢化と後継者不足と、こういうことによってな

お一層厳しくなるということが予測されるんで

はないかと思います。これも事実だと思います。

そこで、農業従事者の人数と年齢構成、そして

今後の従業者の数の見通し等についてどのよう

にとらえておられるか農林課長にお伺いをした

いと思います。 

○町田義昭委員長 遠藤正明農林課長。 

○遠藤正明農林課長 お答え申し上げます。 

 主に自営農業に従事しました農業就業人口に

つきましては、平成17年農林業センサス結果に

よりますと全体で1,976人になっておりまして

60歳以上が全体の73.8％を占めている状況であ

ります。続いて50歳以上が15.8％、50歳未満が

10.3％となっている状況であります。次に、農

業就業人口のうち基幹的農業従事者数というの

がございますが、その人数は1,218人でありま

して、やはり60歳以上が69.4％、50歳以上が

21.1％、50歳未満が9.5％となっている状況で

あります。それで、認定農業者の平成19年度末

の法人を除く個人でございますけれども、総数

で187人、平均年齢につきましては52歳となっ

ているところでございます。 

 この農業就業人口及び基幹的農業従事者数に

つきましては、センサスから３年経過いたして

おりますので高齢化はさらに進行しているもの

と考えます。毎年４人程度の新規就農者がござ

いますが、農地の流動化が加速化をしていると

いうような状況でありますので、高齢者のリタ

イアが新規就農を上回っているということであ

りまして、就業人口の減少に歯どめはかかって

いないと推測いたしているところでございます。

以上でございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 実態として本当に厳し

いんだと思うんです。やっぱりこの先５年、10

年と見通しますとまだまだ減ってくるというこ

とは、結果からいうと農業を何とか力入れてや

ろうというところで物をつくる人がいなくなっ

たら非常に大変な問題なんだと思うんですね。

国も食料の自給率の低下ということで農業政策

を転換というふうに言われてますけど、なかな

か現場段階では難しい実態なんだと思うんです

ね。私の友人で農業専門にやってる方とこの間

話ししましたら、「簡単に言うけど、農業やろ

うとしたらすぐになんてできないんだ」と、

「３年、４年、５年かけてずっと検証していく

んだ。そんな簡単なものでない」というふうに

言われましたけど、そのとおりだと思うんです

よ。工業分野、製造だと３カ月もあればつくる

の教えればすぐ物になるんですけど、なかなか

農業はそうならないというふうに思うわけです

けど、そういう意味でいいますと、この後継者

がいなくなるというのは本当にじり貧になって

いく可能性があるんだと思うんですが、そこで、

就業者をふやすということを考えていかなきゃ

いけないだろうと思うんですが、それらに対す

る取り組みというのはどういうふうに考えてい

くのかについて農林課長にお伺いしたいと思い

ます。 

○町田義昭委員長 遠藤正明農林課長。 

○遠藤正明農林課長 お答えいたします。 

 市内の担い手としての新規就農者の状況につ

きましては、ただいま申し上げましたように、

平成12年から20年度までの９年間で32人であり

ますので、毎年大体４人程度というふうになっ

ているところであります。分類を見ますと、新
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規学卒が17でＵターンが10、被雇用が３、中高

年２というふうなことであります。大部分は家

族経営農業の後継者になっているところであり

まして、一部大豆栽培などの受託をする集落営

農組織においてオペレーターとして雇用され、

集落営農や農業法人の将来の担い手として期待

されているというふうな方も出てきてるという

ふうな状況でございます。 

＋ ＋

 また、ハローワークの週間求人情報にも出て

おりますけれども、花卉栽培等の園芸栽培農家

あるいは農業生産法人におきましては作業員と

してそれを通して雇用するというふうな場合も

出てきてるというふうな状況です。さらにパー

ト労働としてシルバー人材センター等から雇用

している農業者も多く見られると、また定年退

職されまして自営農業に従事されている農業者

もおられるわけでありますけれども、正確な数

の実態は把握をしてないというような状況でご

ざいます。 

 続きまして、就業者をふやす取り組みでござ

いますけれども、国では現在、農の雇用事業と

いうようなことで、若者の雇用をふやすために

就農希望者の研修を受け入れた農業法人や農家

に対しまして研修にかかる経費の一部を助成す

るというふうな取り組みを進めてきているとい

うような状況でございます。この窓口につきま

しては、山形県農業会でありまして、西置賜農

業技術普及課なども協力をしているわけであり

ますけれども、西置賜で見ますと飯豊町で３農

業法人、それから小国町で１農業法人が受け入

れ希望を出してきているところであります。県

内全体では26法人等が受け入れ希望を出しまし

て、50人程度の応募があるというふうにお聞き

をいたしているところであります。残念ながら、

長井市につきましては、声がけはしているもの

の受け入れ希望がなかったというようなことで

ありまして、農林課といたしましては、こうい

った農業法人等の育成を図っていかなければな

らないと思っているところでございます。以上

でございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 この後、髙橋孝夫委員

も同じような質問されますから、ちょっと時間

もないのでそこについては詳しくさらにはしま

せんけれども、市長に１点だけお伺いしたいの

は、この間の一般質問でしょうか、総括の中で、

いよいよ３万人を人口切って、これを３万

3,000人まで何とかふやすようなプロジェクト

でもつくって検討されたいと、こう言っておら

れたんですけれども、実は農業分野というのは、

せっかく土地もあって６次産業までやろうじゃ

ないかというふうな議論されてるわけですけど、

現実の就労者がいなくなるというのは一番問題

なわけですよね。ですからこの農業の問題とい

うのは、じゃあ後継者というか就労者をいかに

ふやすかと、こういうこともこれから検討する

重要な事項ではないかと私は思うんですけど、

それについて１点だけお伺いしたいと思います。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺委員がおっしゃるとおり、

新規の就農者をどういうふうにふやすかという

ことがこれからの人口も含めて産業の振興に極

めて重要だと思っておりますが、残念ながら長

井の場合はそういった準備がかなりおくれてお

りまして、現在ですと、隣の飯豊町の方ではそ

ういった県の農業会議等のいろんな協力を得て

新規就農希望者を受け入れて育成できる、そん

な法人も含めた団体がたくさんあると、あと置

賜では高畠あたりでしょうか。それから比べる

と長井の方は残念ながら受け入れできる組織が、

農家の団体であったり、そういうのはほとんど

ありませんので、行政としてどういうふうにし

て新規の農業者、例えばＵターンとか、あるい

は全く新たに長井で農業をしたいと都会からい

らっしゃる方とか、そういった方をどういうふ

うにして農業者として育てていろいろ支援する

―２８４― 

＋



 

かということをこれから検討しなければならな

いと、そのように考えているところでございま

す。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 ぜひ検討していく必要

があるというふうに思っております。 

 次に、介護分野なんですけれども、これもま

た国の全体としては求人数に比べて求職者が非

常に少ないと、ここの分野はそういう状況を言

われているんですけれども、その原因というの

は非常に給与がほかの分野と比べると、作業分

野と比べると給与が非常に安いと、しかも過酷

な仕事だと、こういうふうに言われておりまし

て、国の第２次補正でも介護従事者の給与３％

引き上げのために介護保険従事者処遇改善臨時

特例基金を創設いたしましたけれども、この基

金は必ずしも介護従事者の給与改善になるかと

いうのは保証されたものじゃないというお話を

お伺いをしております。しかし介護従事者の給

与というのは非常に低いという実態はいろいろ

お聞きしますと間違いないということでありま

すけれども、この介護分野における雇用の需給

実態というのは長井市の場合はどうなってるか、

わかる範囲で福祉事務所長にお聞きをいたしま

す。 

＋

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 お答えいたします。 

 長井市内には50社程度の介護事業者がござい

ます。市内の介護事業者におけます雇用の需給

実態につきましては、今のところ、退職者の補

充はございますけれども、増員等の新たな採用

計画はない状況でございます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 長井市の場合はないと

いうことですので、改めて介護に、じゃあ長井

の場合は今のところはここに吸収できるような

実態にないと、こういうふうにとらさせていた

だきました。しかし、ますます高齢化進行する

わけでして、まさに介護を必要とする人が多く

なっている中で介護従事者というのは不足され

ていくと、こういうふうに予想されますよね。

私自身も今、介護をしなきゃいけない親がおり

まして、非常に大変だという思いをしてるんで

すけれども、ますますそういう状況というのは

多くなっていくんだと思うんです。国としては

給与の改善ということで動いてるんですけど、

そういう意味でいいますと、今はさっきおっし

ゃったように増員する計画はないということで

すけれども、就業者がやっぱり増加していくと、

こういう可能性は大いにあると思うんですけれ

ども、その辺については福祉事務所はどういう

ふうに考えておられるかお聞きをしたいと思い

ます。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 お答えいたします。 

 今後の介護従事者が増加する可能性でござい

ますが、中期展望といたしましては、21年度か

ら23年度の第４期の介護保険事業計画の中で施

設整備計画がございます。新たな雇用の創出が

そちらの方で見込まれます。具体的には、22年

度と23年度に各年度ごとにワンユニットの認知

症対応型グループホームが開設されます。ワン

ユニット当たり介護職員が８名から９名必要と

なってきております。また小規模多機能型居宅

介護事業所というのが平成21年度、あと23年度

に予定されております。これも１施設当たり８

名から９名程度の職員が採用が見込まれます。

このようなことから、21年度から３年間では約

35名程度の新たな雇用が創出される見込みでご

ざいます。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 そういうことでこれか

らふえていくということですけれども、非常に

実態としては、仕事の実態とか給与の実態見る

となかなか低い、あるいは非常に過酷な労働だ

ということも含めて、その辺は長井市どうする

―２８５― 



 

＋

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 といってもなかなかできないわけですから、国

に機会があれば要望していくということも必要

ですし、そういうことを期待していきたいと思

います。 

○内谷重治市長 現段階ではまだ白紙の状況では

ございますが、国の方の21年度の第１次の補正

等々期待するところでありますが、やはりそう

いった新たな協議会の意見などもいただきなが

ら判断していかなければならないと思っており

ますが、委員おっしゃるように大変厳しい状況

であることは、21年度特に正念場だとこちらの

方も思っておりますので、見きわめながら検討

してまいりたいと思います。 

 あと時間がないもんですから２番目の質問ま

で行けなくて大変総務課長に申しわけないんで

すけど、これは別に譲らせていただいて、最後

の質問、雇用の関係の最後の質問をさせていた

だきます。 

＋ ＋

 自主財源での雇用対策を考えてるかというこ

とについてであります。先ほどもふるさと雇用

再生特別基金事業なり緊急雇用対策事業のとこ

ろでお話ありましたが、基本的にいうと、なか

なか全体的な失業者のこういう実態とかからす

るとそれで十分ということにはなっていないの

ではないかと思うんです。そこで、施政方針で

も（仮称）長井市経済雇用対策本部と、これを

立ち上げて恒常的な支援をするということで、

具体的には商工会議所とかＪＡと対策協議会を

設置していろいろ意見を聞いて何が有効かを聞

きながらどういう対策を打つか決めていきたい

と、こういうふうに市長から考えを示されまし

た。そういう意味からいうと、この２つの事業

はもう３年間で決まってますので、例えば新た

にそういう対策協議会でこういうのが必要だと、

こういうのをやってみようというふうになった

ときに、これは当然自主財源で事業をしていか

なきゃいけないわけなんです。私はやっぱり21

年度というのはここの雇用のところをきちっと

して、今後のためにも経済的にどうするかと、

経済をどうしていくかということが非常に重要

な時期だと思うんで、そういう意味でいいます

と、交付金事業も期待できます。経済、新たな

やつで出てくる、そういうのもありますけれど

も、やっぱり自主財源での事業ということもや

っぱりある程度考えていく必要があるんではな

いかというふうに思いますけれども、その辺に

ついて市長の考えをお伺いしたいと思います。 

○町田義昭委員長 ４番、大道寺 信委員。 

○４番 大道寺 信委員 私の時間の配分が悪く

て結局２番目の行革委員会のところに行けませ

んでしたけれども、これは別の機会にまた質問

させていただきたいというふうに思います。い

ずれにしましても、重要な雇用対策の関係でい

いますと、時期的に非常に重要だというふうに

思ってますので、全力挙げて取り組んでいただ

きたいということを申し上げて質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。 
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○町田義昭委員長 次に、順位５番、議席番号10

番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

 私は、長井市の行財政運営が将来の市民生活

の向上に結びついていくことを願いながら総括

質疑を行います。２点について順次質問申し上

げますので、明快な答弁をいただきますように

お願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、保育計画（素案）についてで

あります。３月10日の蒲生吉夫議員の一般質問

あるいは一昨日の蒲生光男委員の質問と重複を

する部分もありますが、できるけダブらないよ

うにお伺いをいたします。 

―２８６― 

＋


